
 

     

 
★過去のニュースは協会ホームページに掲載しております。 

「施設基準等の届出受理通知が７月で廃止」 

「光ディスク等での請求は再度猶予届出を」 

  
 （厚労省ホームページ上の届出書の掲載場所） 

 

 

 

 

【概要】 

１.施設基準等の届出受理通知が７月から廃止 

 これまで、医療機関等が施設基準の届出を行った場合、厚生局から受理通知が送付されていました。しかし、厚労

省は７月からこの対応を止め、施設基準の受理状況を厚生局のホームページに掲載する対応に切り替えることとして

います。 

 届出の受理を確認する際にはご留意ください。 

 

２．光ディスク等でのレセ請求は再度の猶予届出が必要 

現在、光ディスク等で請求している医療機関は、昨年「猶予届出書兼移行計画書」を 

提出されていることと思います。この猶予届出は１年更新制とされており、これまで通り 

光ディスク等によるレセプト請求を続ける場合は、８月31日までに再度の届出が必要です。 

 

ウェブでの届出の場合 

医療機関等向け総合ポータルサイト「光ディスク等請求に係る猶予届出 

兼オンライン請求への移行計画書の提出について」 

 

 

書面での届出の場合 

・  厚労省ホームページ「保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等」より届出書を 

ダウンロード 
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これをダウンロードして用いる 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


